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-------------------------------------------------------------------------------------- 

2023 年版中小企業白書・小規模企業白

書にみる中小企業の最新事情 

 

 ◆コロナ禍からの業績回復は業種・業態により

まちまち 

 社会経済活動の正常化が進むなか、中小企

業の売上高はコロナ禍前の水準に戻りつつあり

ますが、宿泊や交通など一部の業種では消費

支出のマイナスが続くなど厳しい状況が続いて

います。 

 ただ、宿泊業でも、旅行需要の変化に対応して

団体温泉旅館から個人特化旅館へと刷新し高

級旅館というイメージを高めるなど業態転換が

奏功して売上を回復しているケースがあったり、

飲食業でも、喫茶店・カフェに比べ居酒屋は厳し

い状況にあったりするなど、業態による回復の差

が見られます。 

 

◆物価高騰の影響を受ける割合が増加 

 エネルギー・原材料価格の高騰により、企業業

績に影響があると回答する中小企業の割合は、

2020 年の 39.6％から 2022 年は 65.2％に増え

ています。 

 対応策として取り組んでいることについては、

「既存製品、サービスの値上げ」が 23.8％、「人

件費以外の経費削減」が 22.3％、「業務効率改

善による収益力向上」が 20.8％となっています。 

 

◆人手不足への対応 

 コロナ禍で人余りが生じた製造業や卸売業も

含め、幅広い業種で人手不足の深刻化が進ん

でいることを受け、生産性向上のために取り組

んでいることとして、「業務プロセスの見直しによ

る業務効率化」が 38.7％、「社員の能力開発に

よる生産性向上」が 32.4％、「ＩＴ化等設備投資

による生産性向上」が 29.8％となっています。 

 また、給与の引上げや職場環境の改善などの

魅力向上に取り組む動きも見られ、対応策とし

て「賞与の引上げ」の 26.0％、「再雇用などシニ

ア人材の活用」の 34.5％に比べて「給与水準の

引上げ」と回答した中小企業が 63.6％と多くなっ

ています。 

【経済産業省「2023 年版中小企業白書・小規模

企業白書をまとめました」】 

https://www.meti.go.jp/press/2023/04/202304

28003/20230428003.html 

 

 

ハラスメントが起きたときの職場の対応

は？ 

 

◆企業におけるハラスメント対応 

改正労働施策総合推進法の施行により、令

和２年６月（中小企業では令和４年４月）から職

場のパワハラ防止対策が義務化され、多くの企

業ではハラスメント防止対策に一層取り組んで

いるところです。 

労働者側のハラスメントへの意識も高まって

いることで、現場では様々なハラスメント事案へ

の対応に迫られる機会も増えていることでしょう。 

 

◆ハラスメントが起きたときの対応 

フクシマ社会保険労務士事務所たより 
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実際にハラスメント事案が発生した場合の対

応については、最も悩ましいところです。東京都

産業労働局「職場のハラスメント防止への取組

等 企業における男女の雇用管理に関する調査」

によれば、従業員が相談した際の職場の対応は

「被害者へのヒアリング」の割合が多く、行為者

への処分としては、「けん責（口頭又は文書での

注意等）」が 62.5％で最多、次いで「配置転換」

29.4％、「出勤停止」11.3％、「降格」11.0％が続

いています。被害者への対応は、「加害者を配

置転換させる等当事者間を引き離すよう人事上

の配慮をした」が 58.6％で最多、「被害者の精

神的なショックが大きかったため、メンタルケアを

行った」28.8％、「加害者から被害者への謝罪を

あっせんした」25.2％となっています。 

 

◆難しい対応を迫られる 

ハラスメント事案が発生し、当事者や第三者

への事実確認のヒアリングを行ったものの、判

断に迷うというケースは少なくありません。その

後の対応がさらなるトラブルを生む可能性もあり

ます。企業としては、状況を踏まえて引き続き適

切な対応を検討していく必要があるでしょう。 

【東京都産業労働局「職場のハラスメント防止へ

の取組等 企業における男女の雇用管理に関す

る調査」】 

https://www.sangyo-

rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/1be96aac5

3912c555aea1ea55f8330e8.pdf 

 

 

フリーランス保護新法が成立しました 

 

令和５年４月 28 日、「特定受託事業者に係る

取引の適正化等に関する法律案（フリーランス・

事業者間取引適正化等法案）」が参院本会議で

可決・成立しました。この法律では、特定受託事

業者（フリーランス）へ、物品の製造、情報成果

物の作成またはサービスの提供を委託する特定

業務委託事業者に対し、「取引の適正化」と「就

業環境の整備」を求めています。法案の概要は、

以下のとおりです。 

 

◆取引の適正化のために 

(1) 業務内容、報酬の額等を書面やメール等に

より明示する 

(2) 納品された日から 60日以内に期日を設定し

て報酬を支払う（再委託の場合は、発注元の

支払期日から 30 日以内） 

(3) 継続業務委託（政令で定める期間以上のも

の）に関し、①〜⑤の行為、ならびに⑥・⑦の

行為によって不当に利益を害する行為をして

はならない 

① 不当に納品を拒否すること 

② 不当に報酬を減額すること 

③ 不当に返品を行うこと 

④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不

当に定めること 

⑤ 正当な理由なく物の購入・サービスの利

用を強制すること 

⑥ 金銭、サービスその他の経済上の利益を

提供させること 

⑦ 不当に業務内容を変更させたり、やり直し

させたりすること 

 

◆就業環境の整備のために 

(1) 広告等により募集情報を提供するときは、正

確かつ最新の内容を提供する 

(2) 育児・介護等と両立して委託された業務を

行えるよう、申出に応じて配慮する 

(3) ハラスメント行為への相談対応等、体制整

備等の措置を講じる 

(4) 継続的業務委託を中途解除する場合等に

は、原則として 30 日前までに予告する 

 

◆違反した場合等の対応 

(1) 公正取引委員会、中小企業庁長官または

厚生労働大臣からの助言、指導、報告徴収・

立入検査、勧告、公表、命令 

(2) 命令違反および検査拒否等をすると 50万円

以下の罰金（法人両罰規定あり） 

 

施行日は公布の日から１年６カ月以内とされ

ています。フリーランスに委託している業務があ

る場合は、取引方法などに問題がないか、早め

に確認するようにしましょう。 
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【内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正

化等に関する法律案（フリーランス・事業者間取

引適正化等法案）の概要」】 

https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/siryou

1.pdf 

 

 

新型コロナウイルス感染症の５類感染症

移行後の対応 

 

◆５類移行に伴う新型コロナに対する考え方

は？ 

５月８日から、新型コロナウイルス感染症は感

染症法上の位置づけを「５類感染症」に引き下

げ、マスクの着用や外出自粛の要請は季節性イ

ンフルエンザと同様に、企業や個人に委ねられ

ることになりました。 

そのうえで、厚生労働省は、新型コロナウイル

スに感染した場合、これまでの分析結果や諸外

国の事例を踏まえ、以下を推奨しています。 

○発症後５日を経過し、かつ、症状軽快から 24

時間経過するまでの間は外出を控える 

○発症後 10日間が経過するまでは、マスクを着

用し高齢者等との接触は控える 

また、濃厚接触者として保健所から特定され

ることはなくなり、外出自粛を要請されることはな

くなりました。 

家族や同居者が新型コロナウイルスに感染し

た場合は、可能であれば部屋を分け、感染者の

世話はできるだけ限られた人のみで行うことなど

に注意する必要があります。また、感染者の発

症日を０日として、特に５日間は自身の体調に

注意し、７日目までは発症する可能性があるた

め、マスク着用等の感染対策や周囲への配慮

が必要です。 

◆医療提供体制について 

これまでは新型コロナウイルスに感染した場

合、限られた医療機関でのみ受診可能でしたが、

５月８日以降は、幅広い医療機関での受診が可

能になります。また、ＰＣＲ検査や入院・外来の

医療費については、季節性インフルエンザなどと

同様に健康保険が適用され、１割から３割の自

己負担が基本となります。 

 また、新型コロナウイルス感染症に係る傷病

手当金については、これまでは療養担当者意見

欄（申請書４ページ目）の証明の添付が不要で

したが、５月８日以降の申請については、医師の

証明が必要となりますので注意が必要です。 

【厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の５類

感染症移行後の対応について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html 

【全国健康保険協会「新型コロナウイルス感染

症に係る傷病手当金の申請について」】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/

covid_19/shinsei/ 
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6 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

1 日 

○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月 10

日まで＞［労働基準監督署］ 

 

12 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 

 

30 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜

第 1 期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞［公共職業安定所］ 

 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票［事業場］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所よりひと言 

   関東地方の梅雨入りも近づいてきた様子で

す。高湿度による熱中症も心配される季節と

なってきました。 

   職場の内外を見渡して、転倒防止のための

職場の段差解消や転落防止の点検、高温環

境改善のための換気やエアコン設備の点検

を行いましょう。 


